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 ⑴ 将来都市像

　亀山市は、豊かな自然環境に恵まれ、歴史が織り成した城下町・宿場町としての佇まいがあります。ま
た、人と人とが支え合う、つながりのある市民力と地域力の高さを持っています。一方、古くから交通の
要衝として栄え、近年は、多様な産業が集積する内陸型工業都市としての性格を強めています。
　このような亀山市は、顔の見える５万都市として、小さいながらも「暮らしやすさ」や「心地よさ」を備
えた活力のある都市へと成長してきました。これからも、亀山市の魅力である豊かな緑や歴史文化と共
生しながら、交通拠点性を高め、持続的に成長する都市でありたいと考えます。
　地域に根ざした自然・歴史・産業が調和した「まち」、心身ともに健やかな日々を過ごせる「ひと」の暮ら
す亀山市。こうした亀山市の心地よさを「まち」も「ひと」も健康な状態であると捉え、それをさらに高め、
次代へつなげるため、持続的に発展し続けられる「健康都市」でありたいという想いを、将来都市像『歴
史・ひと・自然が心地よい　緑の健都　かめやま』として示しています。
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 ⑵ 目指すまちのイメージ

　将来都市像の実現に向けたまちづくりを進めるため、そこから導かれるまちのイメージとして次の５
つを掲げ、それぞれの視点による亀山らしいまちづくりを目指します。

■ 快適に過ごせるまち
　人々の暮らしにおける利便性向上に必要な都市機能と、自然や歴史文化などの魅力が調和した『快適
に過ごせるまち』を目指します。

■ 心と体の豊かさを感じられるまち
　人々が住み慣れた地域において、心身ともに健康で生きがいを持ちながら充実した生涯を過ごせる

『心と体の豊かさを感じられるまち』を目指します。

■ 活力のあるまち
　東西交通の要衝としての充実した交通基盤を生かし、広域的な連携・交流と、活発な産業が展開される

『活力のあるまち』を目指します。

■ 豊かな子育てができるまち
　亀山市ならではの充実した子育て支援と、質の高い教育に支えられながら、市全体が子どもたちの成
長を見守る中で、『豊かな子育てができるまち』を目指します。

■ つながりと交流のあるまち
　人と人がつながり、絆のある地域が自立しながら、多様な交流にあふれる『つながりと交流のあるま
ち』を目指します。
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 ⑶ まちづくりの基本方針

　第１次総合計画における「まちづくりの基本的な考え方」である『市民力で地域力を高めるまちづく
り』は、１０年の時を経る中で、平成２２年４月に亀山市まちづくり基本条例を施行し、平成２８年４月
に亀山市地域まちづくり協議会条例を施行するなど、市民と地域が主体となるまちづくりの根幹となる
考え方を明らかにするとともに、地域まちづくり協議会の市全域での設立という成果を生み出しました。
　これから、将来都市像の具現化を図るためには、多くの課題を解決していかなければなりません。その
ためには、市民・団体・地域・事業者など亀山市に関わるすべての主体がそれぞれの持つ力を合わせ、連
携・協働してまちづくりを進めることが重要です。
　こうしたことから、市民と地域の持つ力を生かし、輝かせるまちづくりとして、『市民力・地域力が輝く
まちづくり』を、今後のまちづくりの基本方針として位置づけます。
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 ⑷ 将来推計人口

　亀山市の将来人口は、これまでの人口の推移などを踏まえ、平成７２年(2060年)を見据えた亀山市人
口ビジョンにおいて、「将来人口の展望」を示しています。この「将来人口の展望」においては、少子化対策
を進めるとともに、転入者が転出者を上回る社会増の傾向を加速させることで、世代間・男女間のバラン
スの良い人口構成と、平成７２年(2060年)に概ね５万人の総人口の確保を目指すこととしています。
　本構想における将来推計人口においても、この考え方を踏まえ、目標年度の平成３７年度(2025年)で
総人口を５０, １２６人、総世帯数を約２０, ３６９世帯と見込みます。
　この間においても少子高齢化は進行することが見込まれますが、総人口の維持とともに、世代間・男女
間のバランスの改善を図ることのできる住みよいまちづくりを目指します。
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